
　平成20年４月から平成21年３月までの一年間、窓
口負担が１割に据え置かれます。
※負担割合が３割の方、後期高齢者医療制度の対象と
なる方は除きます。
◎昨年の制度改正「70歳から74歳の方の窓口負担につ
いては、平成20年４月から２割負担に見直される
こと」とされていたものを据え置くものです。

　なお、被用者保険（※）の被扶養者から後期高齢者医
療制度の被保険者となった方は、平成20年４月から
９月までの６か月間は無料とし、平成20年10月から
平成21年３月までの６か月間は均等割保険料額が９
割減額されます。

◎昨年の制度改正「被用者保険の被扶養者の方につい
　ては、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の
　属する月から２年間、均等割保険料額を５割軽減す
　ること」とされていたものを、今回の措置はそれに
　加えて行うものです。

【保険料】①＋②＝保険料額となります。
①均等割　37,462円
②所得割（総所得－基礎控除33万円）×7.6％

（※）会社等に勤めている方の健康保険

　平成20年４月１日現在、75歳以上の方及び65
歳以上74歳以下で障害認定を受けている方が加入
し、都道府県ごとに置かれた広域連合（全市町村加
入）が運営します。

後期高齢者医療制度
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高齢者医療制度の
見直しについて

70歳から74歳の方の窓口負担について

後期高齢者医療制度における75歳以上の
被扶養者の保険料について

問合せ先：保険年金課　国保グループ（内線140）・年金医療グループ（内線142）




